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○
農
林
水
産
省
令
第

号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
及
び
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特

別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

宮
下

一
郎

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
及
び
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後 

改

正

前 

（
監
視
伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
） 

第
九
条 
（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
実
施
す
る
検
査
（
ヨ
ー
ネ
病
又
は
伝
達

性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
検
査
の

方
法
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り

少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
実
施
す
る
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る

も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定

に
よ
り
毎
年
実
施
す
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
第

五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
家
畜
の
死
体
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

死
亡
前
に
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
た
又
は
呈
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
牛
の
死
体 

 

六 

（
略
） 

（
監
視
伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
実
施
す
る
検
査
（
ヨ
ー
ネ
病
又
は
伝
達

性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
検
査
の

方
法
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り

少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
実
施
す
る
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る

も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定

に
よ
り
毎
年
実
施
す
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
第

五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
家
畜
の
死
体
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

月
齢
若
し
く
は
推
定
月
齢
が
満
四
十
八
月
以
上
で
死
亡
し
た
牛
又
は
死

亡
前
に
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
た
若
し
く
は
呈
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
牛
の
死
体 

六 

（
略
） 
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（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 

（
届
出
を
行
う
べ
き
死
亡
し
た
牛
の
月
齢
） 

第
一
条 
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
月
齢
は
、
零
月
と
す
る
。 

 

（
死
亡
し
た
牛
の
届
出
の
除
外
） 

第
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

死
亡
前
に
歩
行
困
難
又
は
起
立
不
能
を
呈
し
て
い
な
か
っ
た
牛
が
死

亡
し
た
場
合 

 

（
届
出
を
行
う
べ
き
死
亡
し
た
牛
の
月
齢
） 

第
一
条 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
月
齢
は
、
満
四
十
八
月
と
す

る
。 

（
死
亡
し
た
牛
の
届
出
の
除
外
） 

第
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

死
亡
前
に
歩
行
困
難
又
は
起
立
不
能
を
呈
し
て
い
な
か
っ
た
牛
が
満

九
十
六
月
未
満
で
死
亡
し
た
場
合 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


